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身近な犯罪情報などをタイムリーに配信して
います（右のＱＲコードから登録できます）

年の瀬が近づくと買い物等で外出をすることが多くなると思いますが、泥棒は留守かどうかをよく観察し、
スキをうかがっています。

電気ストーブによる火災に注意!

開催日時

お問い合わせ 警防課救急係　☎42-3952

12月16日（日）　午前：２時間／午後：３時間

ストーブ火災は「石油ストーブ」が一番危ないと
思われがちですが、「電気ストーブ」による火災は
75％と一番多い割合で発生しています。

セルフスタンドでは安全な給油を!
セルフスタンドで給油をすることが身近になり

ましたが、危険物であるガソリンや軽油は、取り扱
いを誤ると大きな事故につながります。

安芸高田市防火ポスターコンクール2018 入賞作品発表
10月13日（土）、クリスタルアージョにて市内の小学生を対象とした防火ポ

スターコンクール2018の入賞者表彰式が行われました。応募総数487点か
ら、特別賞として市長賞、市議会議長賞、教育長賞の計3点、優秀賞として、応
募された各小学校から計10点が選ばれました。

年末の留守宅を狙った泥棒に注意！

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動

安芸高田警察署　☎47-0110
安芸高田市 危機管理課　☎・お太助フォン 42-5625

平成30年
広島県交通安全年間スローガン
「危ないよ 
　スマホじゃなくて 周り見て」

※入賞作品は市内各所を巡回展示します。詳しくは安芸高田市消防本部のホームページ、またはお太助フォンをご覧ください。

《市長賞》

甲田小1年　本池 琥太朗くん

《市議会議長賞》

吉田小5年　坂本 琉斗くん

《教育長賞》

美土里小3年　城　 尊くん

吉田小5年　　児玉 祐翔くん

可愛小4年　　国本 悠気くん

郷野小6年　　石田 芽衣さん

八千代小2年　大東 ひなさん

船佐小1年　片岡 花珀さん

甲田小1年　三橋 菜乃さん

向原小5年　西本 葵生くん

美土里小4年　玉利 碧都くん

川根小6年　　玉利 蓮くん

来原小3年　　市㞍 翔星くん

・外出、寝る前には必ず消す。
・燃えやすいものは近くに置かない。
・ストーブの上に洗濯物を干さない。
・使わないときは電源プラグをコンセントから抜く。
・電源プラグやコードが傷んでいたら使用しない。
・使用前に取扱説明書をよく読む。

・専用のセルフ設備を利用する。
・給油中はライターの使用、喫煙はしない。
・給油前には必ず静電気を除去する。
・燃料の種類を確認する。
・給油ノズルは適切に取り

扱う。
・ガソリン容器への詰め替

えをしない。

わずかな時間でも、留守にする際は玄関だけではなく、
窓にも必ず鍵をかけましょう。
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高齢者の交通事故防止
飲酒運転の根絶
自転車の安全利用の推進

運動の
重点項目

新聞や牛乳配達を一時止め、留守であることをわ
かりにくくし、近隣の方へ一声掛けておきましょう。

特別賞

優秀賞
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資格喪失手続きをお忘れなく

■返還方法

■社会保険等への請求方法

□保険医療課　医療保険年金係　☎・お太助フォン42-5619問

社会保険へ変更されている場合や他の市町村へ転出している場合は、市が交付する国民健康保険被保険者
証で医療機関等を利用することができません。誤って受診した場合は不当利得となり、国保が医療機関等に
支払った医療給付費（７割から９割）を返還する必要があります。

社会保険等に加入したら、早めに国民健康保険の
資格喪失手続きを行ってください。喪失手続きをさ
れない場合、国民健康保険税と社会保険料が二重
に課税されたままになります。

・国民健康保険被保険者証
・新たに加入した社会保険の被保険者証
・認印　　・マイナンバーカード又は通知カード

社会保険に加入したら

必要書類等
返還金を納付後、診療報酬明細書(市
交付)と返還金の領収書（原本）を用
意して、受診時に加入していた社会保
険等に請求してください。

返還が必要な方には、市から納付書
が届きますので、納期限までに納付
書記載の金融機関、又は本庁、各支所
にてお支払ください。
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